
会 議 録（３月） 

 

平成 29 年 3 月 16 日 

教育委員会会議室 

 

１．出席委員  教育長  善真理   教育長職務代理者 松本 学 

  委員 興梠 瞳      委員 石井 勇 

  委員 寺本 俊文 

２．事務局   教育次長 武内 秀元   指導主事 渡木 秀明 

３．書 記   教育次長 武内 秀元 

４．報 告 

   （1）平成２９年４月１日人事異動について 

  （2）文化財保存調査委員の委嘱について 

 

※ 平成２９年４月１日人事異動については、非公開とする。 

 

５．協 議 

  （1）学校給食調理について 

  （2）鞍岡中学校跡地利用について 

 

※ 鞍岡中学校跡地利用については、非公開とする。 

 

６．その他 

（1）平成２９年度小学校・中学校入学式について 

 

連絡事項 

（1） 教育委員会行事予定（３・４月）について 

 

会 議 録   午後１時００分開会 

 

教育長   あいさつ 

       

議事録署名委員：興梠 瞳 委員 

 

 

 

Ｑ･･･Question（質問），Ａ･･･Answer（回答） 

 Ｏ･･･Opinion（意見） 

 Ｅ･･･Explanation（説明） 



【４ 報告】  

１ 平成２９年４月１日人事異動について 

 

  非公開とする。 

 

２ 文化財保存調査委員の委嘱について 

① 資料に基づき、教育次長が説明する。 

・５名の委員のうち、２名を平成２９年４月１日から平成３３年３月３１日の４

年間の任期で選任する。 

 

（質疑） 

   なし 

 

【５ 協議】  

１ 学校給食調理について 

② 資料に基づき、教育次長が説明する。 

・先月の定例教育委員会に諮った「学校給食のあり方に関する検討委員会設置要

綱」について、意見をいただいた箇所等を訂正した。 

・設置要綱第３条で、「委員は、町長が委嘱する。」としていたが、町長が委嘱す

ると町長に対し報告義務が生じ、町長と教育委員会へ報告となると、教育委員会

での協議がしにくくなる可能性があることを考慮し、教育委員会独自で検討委

員会を設置することとした。 

・第３条第４項では、委員長に教育長を充て、副委員長に教育次長を充てることと

していたが、副委員長を予め決めず、第５条第２項で「委員長に事故あるとき委

員長が指名する委員がその職務を代理する。」とした。 

・第８条では、委員会の経過及び結果を町長及び教育委員会に報告することとし

ていたが、教育委員会のみに報告することとした。 

・委員に、地産地消を推進する立場で農林課職員を予め入れておいた方が良いの

ではなかという意見があったが、給食調理場問題と地産地消問題はどちらも大

きな問題であり、一緒に検討するとなると大変ではないかと思い、敢えて外し

た。 

・「学校給食調理員による学校給食のあり方に対する意見」の資料は、２月２７日

から３月３日までに人事評価ヒアリングを行い、その時に合わせて個別に意見

を聴取した。共同調理場に絶対反対という意見ではないが、自校方式が良いとい

うのが大方の意見であった。 

 

（質疑） 

   なし 

 



２ 鞍岡中学校跡地利用について 非公開とする。 

 

【６ その他】 

１ 平成２９年度小学校・中学校入学式について 

① 資料に基づき、教育次長が説明する。 

・これまで通り地区の小学校への割り当てでよろしいか。 

 

（質疑） 

 なし 

 

 

連絡事項 

１ 委員会の３・４月行事予定 

※ 一覧表により次長が説明する。 

 

次回の定例教育委員会日程 

  ４月２１日（金）午後２時００分 西臼杵郡教育委員会連合会総会がこの日になる

予定であるので、その前に開催する。 

 

閉会時刻  午後１時３９分 

 

 

教 育 長 

 

 

会議録署名委員 

 

 

会議録調整者 


